
 

           
 

１１月に入って急に寒くなりました。 

紅葉もこれからが見ごろ、連休もありますが、その後１２月に控えたクリスマスや忘年会

に備えて、皆様財布のひもを締めておいでなのでは？ 

今回は、会社員のメンタルヘルスの問題を取り上げております。 
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☆ 公的保険とメンタルヘルス 

職場での人間関係、仕事の重圧、いじめなどによるストレス、又、家庭環境の変化等に

より「うつ病」などを発症される方々が多数いらっしゃいます。 

 生きていく中で、人間は様々な出来事に遭遇することになりますが、その出来事から受け

る衝撃尺度で、最大は「配偶者の死」他、家庭環境に関する出来事が上位を占めています。 

 職場では、仕事への再適応、内容の変化、責任変化、上司とのいさかいが続きます。 

今回は、「うつ」と診断された場合、どのような対処をしておくことが必要かをテーマに

したいと思います。 

 ●まずは、就業規則を確認しよう 

診断書で数ヶ月の休養が必要と診断された場合、会社の就業規則を確認することをお勧

めします。休業期間がどの位認められているか。 

休業の手続き、必要な書類、その期間は無給か有給か。 

休業期間中に医師の診断書の提出を定期的に求めている会社もあります。 

休業期間中の各種保険料の徴収はどうなっているか。 

症状が緩和されて、一時的に復帰が出来ても再発した場合は、前期間を通算するか、しな

いか。 

職場復帰の手続き、主治医の診断書とともに、会社の指定する医師の受診が必要と定めて

いる会社も多数あります。                                         

休業前にこれらのことを確認しておきましょう。          （裏面へ続く） 



定めてある期間内に復帰が出来なければ、延長が出来るのか、退職となるのか等を予め

知っておくことはとても重要なことです。 

 ●次は、収入の確保 

休業中が無給となれば、その期間の収入をどう確保するか。 

 ・健康保険の傷病手当金が当てはまるケース 

まず、長期の休養を余儀なくされた場合は、健康保険の傷病手当金の 

申請を考えましょう。申請が通れば、1日当たり現在は、標準報酬日額の 2/3 が支給され

ます。 

・労働者災害補償保険法が適用されると考えられる場合 

また、仕事が原因(過重労働、パワハラ、ひどいいじめ、嫌がらせ等)によるものであれ  

ば労災申請も視野に入れて。今年、厚生労働省は、うつ病等の精神疾患や自殺について 

の労災認定基準を 10 年ぶりに見直しをしました。 

見直された点は、ストレスの強さを 3段階で判断し、強度 3で「ひどい嫌がらせ、いじ

め、または暴行を受けた」という項目を新しく設けたことです。2008 年度に精神疾患で

労災申請をされた方は 927 人、労災と認定を受けた方は 269 人。20～40 歳代が全体の 8

割を占めました。しかし、50 歳代が各世代別の増加率では最も高かったと報道されてい

ます。 

  何より、収入の道をきちんと確保し、療養に専念することが大事です。 
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電話＆ファクス(075)241-4586      メール nishio@nishio-sr.com 

ホームページオープン ! アクセスはこちらから http://www.nishio-sr.com 

営業時間  午前９時～午後５時３０分（日曜・祝日定休日） 

〒604-8155 京都市中京区錦小路通室町東入る 占出山町３０８ 

ヤマチュウビル２階 Ｎ１０ 

    阪急京都線「烏丸駅」、市営地下鉄「四条駅」 

    四条烏丸バスターミナルからいずれも徒歩２分 

西尾雅枝社会保険事務所は、各種年金や公的保険制度のご相談をお受けしています。

機密性のある相談スペースで、秘密厳守でお話を伺います。お気軽にご相談下さい。


